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平成３０年度 香北学区放課後児童クラブ入所児童の募集について

　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。この社会保険料控除を
受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、平成３０年１月１日から１０月１日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」が本年１１月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明
書（または領収証書）を添付してください。
　また、今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年の２月上旬に送付される予定です。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、加えることができますので控除証明書を添付のうえ申告してください。
　「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されているねんきん定期
便・ねんきんネット等専用ダイヤル（０５７０－０５８－５５５）にお問い合わせください。
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　平成31年１月、香北学区に放課後児童クラブを開設します。利用を希望される方は、以下の内容により入所の
手続をお願いします。

1．入所対象児童
　　町内の小学校に在籍（予定）し、保護者が労働等により昼間家庭にいない１年生から３年生の児童、又は健全
育成上指導を要すると町長が認めた児童。
　　なお、定員に余裕があれば４年生以上の児童も受け入れます。

2．放課後児童クラブ名、実施場所及び定員

3．入所申込及び決定

4．開所日及び開所時間

5．閉所日
　（1）日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
　（2）12月29日から1月 3日までの日
　（3） 8月13日から 8月15日までの日

6．費用

7．利用の制限
　（1）保護者が家庭で保育ができる状況になった場合
　（2）伝染病感染症等で小学校に登校できない期間
　（3）指導員の指導又は管理上の指示に従わない場合

香北学区放課後児童クラブ 鏡野町真経７３０番地 １０名
放課後児童クラブ名 実　施　場　所 定員

提出書類

入所の決定

平成３０年１１月１日（木）から平成３０年１１月３０日（金）

①利用申請書  ②就労証明書（両親とも必要です）  ③緊急連絡先カード
（申請書類は、保健福祉課にあります。）

平成３０年１２月中旬までに郵送で通知します。

受付期間・場所
鏡野町保健福祉課　　平日　午前8時30分から午後5時15分まで

学　童
保育料 月額 １０，０００円

内容 金　　額
毎月ごとに徴収させていただきます。おやつ代、文具費等は利用料に含みます。
※保育料の日割り計算はできません。

学　童
保険料 年額　３，６００円

児童クラブ共済制度　
（一財）児童健全育成推進財団
（傷害保険料3,600円）年度末に精算請求

その他 実　　費 遠足等は実費を徴収させていただきます。

徴　収　時　期　等

平日（月～金曜日）
土曜日及び長期休業日

下校時から午後６時３０分まで
午前７時３０分から午後６時３０分まで

曜　　　　日 開　所　時　間

預金口座から振替納付も選択できます。

　（4）台風等により小学校が朝から臨時休校となった場合
　（5）午前６時30分までに警報が2つ以上発令されている
　　　土曜日・夏冬春休みの期間

　（4）正当な理由がなく保育料を滞納した場合
　（5）その他管理運営上支障があると町長が認めるとき
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